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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成27年５月29日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年６月26日開

催予定の第31回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

１．定款変更の目的 

 （1）インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性・周知性の向上及び公告掲載費用の削減並び

に手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せて

やむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるものであります。 

 （2）取締役が期待される役割やその能力を十分に発揮できるよう、そして社内外を問わず広く適任者

を得られるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の

規定、並びに「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、責任限定

契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことから、業務執行を行わない取締役及び監査役

との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、条文の新設及び一部を変更する

ものであります。 

   なお、変更案第25条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、各監査役の同意を得ておりま

す。 

 （3）条文の新設に伴う条数の繰り下げ及び一部表記の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日   平成27年６月26日（予定） 

  定款変更の効力発生日           平成27年６月26日（予定） 

以 上 

 



（別紙） 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

第１条～第４条（条文記載省略） 

 

（公告方法） 

第５条   

当会社の公告は、日本経済新聞に掲載 

する方法により行う。 

 

 

 

 

第６条～第24条（条文記載省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第25条～第32条（条文記載省略） 

 

（監査役の責任免除） 

第33条 

 当会社は、会社法第426条第１項の規定 

により、取締役会の決議によって、同法 

第423条第１項の監査役（監査役であった 

ものを含む。）の責任を、法令の限度にお 

いて免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、社外監査役との間に、同法第423

条第１項の賠償責任を限定する契約を締

結することができる。但し、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は法令が規定す

る額とする。 

 

第34条～第41条（条文記載省略） 

 

第１条～第４条（現行どおり） 

 

（公告方法） 

第５条   

当会社の公告方法は、電子公告とする。 

但し、事故その他やむを得ない事由によ 

って電子公告による公告をすることがで 

きない場合は、日本経済新聞に掲載する 

方法により行う。 

 

第６条～第24条（現行どおり） 

 

（取締役の責任免除） 

第25条 

    当会社は、会社法第426条第１項の規定 

により、取締役会の決議によって、同法 

第423条第１項の取締役（取締役であった 

者を含む。）の責任を、法令の限度におい 

て免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定 

により、取締役（業務執行取締役等であ 

るものを除く。）との間に、同法第423条 

第１項の賠償責任を限定する契約を締結 

することができる。但し、当該契約に基 

づく賠償責任の限度額は法令が規定する 

額とする。 

 

第26条～第33条（現行どおり） 

 

（監査役の責任免除） 

第34条 

当会社は、会社法第426条第１項の規定 

により、取締役会の決議によって、同法 

第423条第１項の監査役（監査役であった 

者を含む。）の責任を、法令の限度におい 

て免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定 

により、監査役との間に、同法第423条第 

１項の賠償責任を限定する契約を締結す 

ることができる。但し、当該契約に基づ 

く賠償責任の限度額は法令が規定する額 

とする。 

 

第35条～第42条（現行どおり） 

 

 


